
平成24年9月19日
総務部財政課

平成２５年度当初予算見込み（一般財源ベース）

歳入

平成２４年度当初予算 平成２５年度見込み

県税収入 　　　　　　２，０６７億円 　　　　　　２，０８２億円 H24見込み（2,051）×総務省仮試算 +1.5％

地方消費税清算金 　　　　　　　　３４８億円 　　　　　　　　３５２億円 H24見込み（347）×総務省仮試算　+1.5％

地方譲与税 　　　　　　　　２７５億円 　　　　　　　　２６５億円 H24見込み（267）×総務省仮試算　△0.6％

地方特例交付金 　　　　　　　　　　７億円 　　　         　　　７億円 H24見込み（7）×総務省仮試算　△1.8％

地方交付税 　　　　　　１，３８８億円 　　　　　　１，３５６億円 H24見込み（1,377）×総務省仮試算　△1.5％

臨時財政対策債 　　　　　　　　６２０億円 　　　　　　　　６８３億円 H24見込み（643）×総務省仮試算　＋6.2％

交通安全対策

特別交付金
　　　　　　　　　　６億円 　　　           　　６億円 前年同額程度

小計 　　　　　　４，７１１億円 　　         ４，７５１億円

宝くじ収入等 　　　　　　　　　４５億円 　　　           　４５億円 前年同額程度

行政改革推進債 　　　　　　　　　５２億円  　　　　　　　 　４７億円 H24×0.9

退職手当債 　　　　　　　　　７２億円 　　　　           ４０億円 H23当初予算額と同額程度

地方道路整備臨時貸付金 　　　　　　　　  １３億円 　　　             １３億円 前年同額程度

減収補てん債 　　　　  　　　　　７億円　 　　     　     　 －億円　

土地開発基金 　　　　　　　　  ４１億円　 　　     　     　 －億円　

財政調整基金（一般分） 　　　　       　　　５億円 　　             １２３億円
H24．9月補正後見込み100億円に
決算剰余金の増等を反映

財政調整基金（交付税精算分） 　　　　　　       ５９億円 　　　           　４４億円

小計 　　　　　       ２９４億円 　　　　         ３１２億円

合計 　　       　５，００５億円 　　　      ５，０６３億円
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数値は、現時点での見込みであり、

今後、大きく変動する可能性も

あります。

資料１

未定稿



歳出

平成２４年度 平成２５年度見込み

　　　１，０６８億円 　　　１，１３７億円 ＋６９億円

　　　１，８９４億円 　　　１，９３４億円 ＋４０億円

　　　　　７５９億円 　　　　　８１０億円 ＋５１億円

　　　　　６１６億円 　　　　　６４５億円
地方消費税清算金の増３２億
中間納付還付金の減７億等

　　　　　１３１億円 　　　　　１２８億円

　　　　　１４９億円 　　　　　１４７億円

　　　   　１０３億円 　　　 　１０１億円

施策別財源配分（一般分） 　　　　　　４５億円 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　優先度Ａ

選択・集中プログラム特別枠 　　　　　　　８億円 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　優先度Ｂ

東日本大震災等災害関連枠 　　　　 　 １５億円 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　優先度Ｃ

施策別財源配分（公共事業） 　　　　１１１億円 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　優先度Ａ

選択・集中プログラム特別枠 　　　　　　　８億円 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　優先度Ｂ

東日本大震災等災害関連枠 　　　　 　 ２６億円 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　優先度Ｃ

　　　　　　７２億円 　　　　　　７２億円
現時点での各部からの要望総額は２０３億円で
あり、今後、厳しく精査し、削減

－ 　　　　　  α億円
平成25年度に特に注力する取組のうち、知事が指
示する特定の課題

　　　５，００５億円 　 　５，１６５＋α億円

歳入見込みとの差（要調整額） 　　　△（１０２＋α）億円

〇県債については、平成24年度当初予算額（行政改革推進債除き）の95％の範囲内で要求できるものとする。

〇提出期限　平成24年11月16日（金）

繰出金等＝特別会計への繰出、病院事業・企業庁への補助、負担金、四日市港管理組合への負担金

庁舎管理経費等＝庁舎等の県有施設維持管理経費、文書収発経費など全庁的な事務経費・管理経費、業務補助職員賃金などの財源として配分するもの

個別検討項目＝私学助成、商工会等助成、高等学校運営費

大規模臨時的経費＝庁舎等施設整備、システム開発、選挙経費、ヘリ等定期検査費など包括配分には馴染まない大規模臨時的経費

人件費

計

公
共
事
業

社会保障関係経費

税収関連

繰出金等

庁舎管理経費等
（＝H24施策別財源配分（特別分））

個別検討項目

公債費

非
公
共
事
業

大規模臨時的経費

特定課題枠（仮称）

各事務事業に一般財源ベースで１／３ずつ優
先度（Ａ，Ｂ，Ｃ）を付けて要求
（義務的な経費は、その根拠を明示）
⇒優先度判断を踏まえて、予算編成過程で査
定

＋１６０億円

　今後、精査

シーリング９０％の範囲内
で要求

（Ｈ２４　６８億円

　　→６１億円（要求））

シーリング９０％の範囲内
で要求

（Ｈ２４　１４５億円

　　→１３０億円（要求））

繰出金等、庁舎管理経費等、個別検討
項目についても、厳しく精査し、削減

未定稿



○平成２５年度当初予算要求基準について（案） 

 

１．シーリングの対象とする政策的経費の範囲 

非公共事業：平成２４年度当初予算における「施策別財源配分経費（一般分）」、「選

択・集中プログラム特別枠」及び「東日本大震災等災害関連枠」 

公共事業：平成２４年度当初予算における「施策別財源配分経費（公共事業）」、「選

択・集中プログラム特別枠」及び「東日本大震災等災害関連枠」 

 

２．シーリングの率 

    非公共事業、公共事業ともに平成２４年度当初予算額の９０％とする。 

 

３．県債の要求基準（キャップ） 

    県債残高の抑制の目標に向けて、平成２４年度当初予算額（行政改革推進債除き）

の９５％の範囲内で要求できるものとする。 

 

４．要求にあたっての優先度判断 

   一般財源ベースでそれぞれ１／３となるように、各事務事業にＡ、Ｂ、Ｃの三段階

を付して要求。薄切りすることなく、原則として、事務事業ごとに付することとする。  

 なお、義務的な経費であることから、高い優先順位を付さざるを得ない事業につい

ては、その根拠を明示することとする。 

 

５．平成２５年度特定課題枠（仮称） 

   シーリングとは別枠で、「平成２５年度特定課題枠（仮称）」を設定する予定。同枠

は、経営方針（案）において平成２５年度に特に注力する取組のうち、知事が指示す

る特定の課題について要求できることとするが、その詳細については戦略企画部と調

整中。 

 

６．提出期限 

   １１月１６日（金） 
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平成２４年度１２月補正予算の調製について（案） 

 

本県の財政状況は、歳出面においては、社会保障関係経費や公債費の大幅な

増加が見込まれる一方、歳入面においては、平成２４年度当初予算で計上した

法人関係税について、円高等の影響により大幅な減額が見込まれるなど、極め

て深刻な状況となっています。 

 こうしたことから、平成２４年度１２月補正予算の要求にあたって、既定予

算については自主的な見直しを行い、経費の節減及び効率化に積極的に取り組

むとともに、下記事項に留意の上見積もってください。 

 また、事業の中止、内容の変更等に伴い減額となる事業、入札残や国庫補助

不採択となった事業など、減額が見込めるものは、最終補正まで持ち越すこと

なく、今回補正してください。 

記 

 

１ 歳 入 

 

  歳入の各項目については、それぞれ再度見積りを行ってください。 

    特に、県税収入については、収入実績及び今後の経済動向に十分留意      

して見積もってください。 

 

２ 歳 出 

 

  （１）義務的経費については、今後の所要見込額を十分精査のうえ、必要     

額を見積もってください。 

        また、人件費については、別途配布する「平成２４年度人件費の再見   

積りについて」により見積もってください。 

        特に、時間外勤務手当等については、総勤務時間縮減運動における目   

標数値を踏まえたうえで、上半期実績の把握と今後の見通しを十分勘   

案し見積もってください。 

 

 （２） 包括的に財源が配分された経費の補正については、既定経費の振替、   

縮減等を行うことにより配分された財源の範囲内で見積ってください。 
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 （３）それ以外の経費についても、増額補正となる場合は、既定経費の振   

替により対応するとともに、事業の実施方法、効果等を十分検討し、   

必要最小限の経費で見積ってください。 

 

 （４）災害復旧費については、災害査定の見込み、年度による進捗度を考慮   

のうえ見積もってください。 

 

  （５）既定事業であっても、みえ政策評価システムによる評価の結果、進   

度不良あるいは効果不確実と判断された事業経費については、事業の   

廃止・見直しを行い、真に必要があるもののみ見積ってください。 

 

  （６）平成２４年９月  日付け事務連絡「予算節減制度について」で通知

したとおり効率的な執行等で節減した額を平成２５年度当初予算の要求

上限額に加算できることにします。 

 

３ その他 

    

  （１）提出期限 

        平成２４年１０月１日（月） 

 

  （２）提出部数 

        ３  部 

 

 （３）みえ政策評価システムの活用について 

      今回の補正予算で新規事業を要求する場合には「新規事務事業シー

ト」を作成し、予算見積書と併せて提出してください。 

   （なお、「新規事業評価シート」の作成要領については、別途、財政課

評価担当から通知します。） 




